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考査項目別運用表　　考査項目順 （上段：新規定　下段：運用） 連番 改定

1

監督員 Ⅰ施工体制一般１施工体制

●評価対象項目

加減点＝1点×該当項目数÷全項目11

1

施工体制一般について是正を要求すべき事項がなかった。

監督員が是正を要求しなければならない程の重大なミスがなければ加点する。

21

施工計画書の内容が現場条件を反映して十分（遺漏や不足がないことをいう。以下同じ。）であっ
た。

○○が十分であるとは，遺漏や不足がないことを意味する。必須のものが揃っていれば加点す
る。

32

施工体制台帳及び施工体系図の記載内容，備置及び掲示方法が十分であった。

施工体制台帳の調製と施工体制体系図の作成は義務であるから，評価対象はその備置と掲
示の状況とする。

43

品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る
体制が有効に機能していた。

□品質証明の対象工事及び準ずる工事において，土木工事共通仕様書で示す品質証明員の
資格及びその履行内容が適正な場合に評価する。※「準ずる工事」とは，土木部が発注する予
定価格１億円以上の港湾漁港工事において，受注者が任意で品質証明員の対象工事に準じ
て品質証明員を定めた工事をいう。※「履行内容が適正な場合」とは，自社で決められた内容・
方法に基づき，品質証明員が工事着手からしゅん工まで工事全般に関与し，品質証明書が提
出され，また，品質の確保に努めていることが，記録及び品質証明員からの聞き取り等により
確認できること。□品質証明員の業務が検査前の出来形確認などごく一部の場合は評価しな
い。

54

下請契約が適正であり，当該工事に関して「鹿児島県建設業法ホットライン」への通報又は「元請
下請関係に関する相談窓口」への相談がなかった。

当該工事について通報又は相談があった場合は加点しない。通報又は相談の有無は受注者
への聴き取りで確認する。

65

受注者がその下請人の社会保険（健康保険，年金保険及び雇用保険）の加入状況を確認してお
り，作業員名簿に社会保険欄が空欄の者がいない。

二次以降の下請についてもチェックする。保険番号又は「非該当」の記載がない場合は加点し
ない。

76

緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。

本項は「発生した場合」の，事後対応（被害の拡大防止など）の良否を評価する。

87

現場に対する本店や支店による支援体制が，ISO9001（品質マネジメントシステム）で認証されてい
る。

認証の有無は聴き取りで確認する。

98

建設業退職金共済制度に加入しており，工事現場の見やすい場所に「建設業退職金共済制度適
用事業主工事現場標識」を掲示している。

109

電子納品レベルが2.0以上である。 1110

工事規模に応じた人員、船舶、機械配置の施工となっている。 1211

●評価対象項目ｄ

加減点＝-5点

1412

施工体制一般に関して、監督職員が文書（工事打合簿を含む。以下同じ）による改善指示を行っ
た。

1513

●評価対象項目ｅ

加減点＝-10点

1614

施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 1715

1



考査項目別運用表　　考査項目順 （上段：新規定　下段：運用） 連番 改定

1

監督員 創意工夫５創意工夫

●評価対象項目

加減点は1項目あたり1点で，7点が上限。

1727

施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫を行っ
て，工事目的物の品質の向上に効果があった。

17281

設計図書で指定されていないコンクリート二次製品等を利用して，工事目的物の品質の向上に効
果があった。

17292

土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等に関する工夫を行って，工事目的物の品質
の向上に効果があった。

17303

部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫を行って，工事目的物の品
質の向上に効果があった。

17314

設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫を行って，工
事目的物の品質の向上に効果があった。

17325

給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する
工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があった。

17336

照明などの視界の確保に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があった。 17347

仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に
効果があった。

17358

運搬車両、施工機械等に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があった。 17369

支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫を行って，工事目的
物の品質の向上に効果があった。

セパレーターのかぶりを確保するために，いわゆる「ロングPコン」などを使用した場合は該当す
る（2019/3/18追加）。

173710

盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果
があった。

173811

施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果が
あった。

173912

出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効
果があった。

174013

施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に
効果があった。

174114

ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れたことにより，工事目的物の品質の向上に
効果があった。

情報化施工の試行要領（土木部,農政部）で規定する全ての施工プロセスにおいてＩＣＴを活用し
た工事を評価

174215

自主的に，特殊な工法や材料を用いて，工事目的物の品質の向上に効果があった。

景観に配慮すべき部分に自然石を使用した場合は該当する。

174416

自主的に，優れた技術力又は能力として評価する技術を用いて，工事目的物の品質の向上に効
果があった。

174517

NETISの「有用な新技術」に登録された技術を活用したことにより，工事目的物の品質の向上に効
果があった。

174718

土工、設備、電気の品質向上に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があった。 175319

11



考査項目別運用表　　考査項目順 （上段：新規定　下段：運用） 連番 改定

コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があっ
た。

175420

鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫を行って，工事目的物の品
質の向上に効果があった。

175521

配筋、溶接作業等に関する工夫を行って，工事目的物の品質の向上に効果があった。 175622

安全衛生教育に関する工夫を行った。 175823

安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止
柵、手摺り、足場等）

176024

現在の法令の基準を上回る安全対策を実施した。（法律で義務化される前に取り入れた安全対策
や任意の安全対策ほか）

法律で義務化される前の取組みを評価する。

176125

現場事務所等の働く環境を快適にする工夫を行った。 176226

熱中症防止のために，こまめに休憩時間を設定し，高温時には作業を中断した。 176327

一般通行車両や歩行者等との交通事故の防止に関する工夫を行った。 176428

熱中症防止のために効果のある装置を設置し，又は機材を作業員に支給した。

本県特有の作業環境に配慮して，労働災害防止の観点から評価する。ミスト発生機，スポット
クーラー，クールジャケットほか。

176529

環境汚染の防止に関する工夫を行った。 176630

海上事故の防止に関する工夫を行った。 176731

現場閉所による週休２日（４週８休以上）を達成した。

月単位の現場閉所率が２８．５％以上であることが休日取得計画表が提出され，確認できる。
｢週休２日｣試行工事でなくてもよい。

176832

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工，遠隔臨場，情報共有システムに取組んだ。

①情報化施工の試行要領（土木部，農政部）による簡易型以上を実施した。②遠隔臨場施行
要領による段階確認を複数回実施した。③情報共有システム活用要領に基づくシステムを利
用した。以上の３項目中２項目を達成した工事を評価　　　

176933

建設キャリアアップシステムを活用した。

建設キャリアアップシステム活用工事試行要領に基づく試行工事であり，基準を達成した工事
を評価

177034

品質証明員制度を活用して品質の確保に努めた

□品質証明の対象工事及び準ずる工事以外において，土木工事共通仕様書で示す品質証明
員の資格及びその履行内容が適正な場合に評価する。※「準ずる工事」とは，土木部が発注す
る予定価格１億円以上の港湾漁港工事において，受注者が任意で品質証明員の対象工事に
準じて品質証明員を定めた工事をいう。※「履行内容が適正な場合」とは，自社で決められた
内容・方法に基づき，品質証明員が工事着手からしゅん工まで工事全般に関与し，品質証明書
が提出され，また，品質の確保に努めていることが，記録及び品質証明員からの聞き取り等に
より確認できること。□品質証明員の業務が検査前の出来形確認などごく一部の場合は評価
しない。

177135
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考査項目別運用表　　考査項目順 （上段：新規定　下段：運用） 連番 改定

1

検査員 Ⅰ施工管理２施工状況

●評価対象項目

加減点＝5点×該当項目数÷全項目12

55

受注後，遅滞なく設計図書の照査を行った。 561

施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及
び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。

572

工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。 583

現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出し
ていることが確認できる。

594

変質しやすい工事材料の保管方法が十分であった。 605

立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。 616

建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。 627

施工体制台帳及び施工体系図の記載内容，備置及び掲示方法が十分であった。

施工体制台帳の調製と施工体制体系図の作成は義務となっているので，評価対象はその備置
と掲示の状況とする。

638

下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。 649

品質証明体制が確立され，品質証明員による関係書類，出来形，品質等の確認を工事全般に
渡って行っていることが確認できる。

□品質証明の対象工事及び準ずる工事において，土木工事共通仕様書で示す品質証明員の
資格及びその履行内容が適正な場合に評価する。※「準ずる工事」とは，土木部が発注する予
定価格１億円以上の港湾漁港工事において，受注者が任意で品質証明員の対象工事に準じ
て品質証明員を定めた工事をいう。※「履行内容が適正な場合」とは，自社で決められた内容・
方法に基づき，品質証明員が工事着手からしゅん工まで工事全般に関与し，品質証明書が提
出され，また，品質の確保に努めていることが，記録及び品質証明員からの聞き取り等により
確認できること。□品質証明員の業務が検査前の出来形確認などごく一部の場合は評価しな
い。

6510

できる範囲で，工事関係書類を電子化している。

「できる範囲で」とは，電子化することに過大な負担が発生しないことをいう。本項の工事関係書
類とは，工事打合簿以外の書類であって，現実的に電子化できるものをいう。最終の電子納品
レベルに関係なく，書類の減量と業務の迅速化の取組みを評価する（2019/3/28追加）。

6611

社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 6712

●評価対象項目ｄ

加減点＝-7.5点

6913

施工管理について、監督職員が文書による改善指示を行った。 7014

●評価対象項目ｅ

加減点＝-15点

7115

施工管理について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 7216

22


